
生駒市条例第６号 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２１年３月３０日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

 生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第２号中「（昭和２５年法律第２０１号）」の次に「及び長期優良住宅

の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）」を加える。 

別表第２に次のように加える。 

 

45 長期優良住
宅建築等計
画認定申請
手数料 

長 期 優 良 住 宅
の 普 及 の 促 進
に 関 す る 法 律
第 ５ 条 第 １ 項
か ら 第 ３ 項 ま
で の 規 定 に よ
る 長 期 優 良 住
宅 建 築 等 計 画
の 認 定 の 申 請
に 対 す る 審 査
（ 次 項 に 係 る
ものを除く｡) 

床 面 積 の 合 計
が １ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以 内
のもの 

次に掲げる区分に応じ、それぞ
れ次に定める額 
ア １戸建ての住宅の場合 ５

５，０００円（住宅の品質確
保の促進等に関する法律（平
成１１年法律第８１号）第５
条第１項に規定する登録住宅
性能評価機関のうち市長が定
めるものにより、長期優良住
宅の普及の促進に関する法律
第６条第１項各号（第３号及
び第６号を除く｡)に掲げる基
準に適合すると認められた計
画（以下この項及び４７の項
において「長期使用構造等適
合計画」という｡)である場合
にあっては、１０，０００円
） 

イ 共同住宅等の場合 アに掲
げる額を申請に係る住戸数で
除して得た額 

   床 面 積 の 合 計
が １ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル を 超
え ２ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以 内
のもの 

次に掲げる区分に応じ、それぞ
れ次に定める額 
ア １戸建ての住宅の場合 ７

１，０００円（長期使用構造
等適合計画である場合にあっ
ては、１２，０００円） 

イ 共同住宅等の場合 アに掲
げる額を申請に係る住戸数で
除して得た額 

   床 面 積 の 合 計
が ２ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル を 超
え ５ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以 内

次に掲げる区分に応じ、それぞ
れ次に定める額 
ア １戸建ての住宅の場合 １

１９，０００円（長期使用構
造等適合計画である場合にあ



のもの っては、１７，０００円） 
イ 共同住宅等の場合 アに掲

げる額を申請に係る住戸数で
除して得た額 

   床 面 積 の 合 計
が ５ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル を 超
え １ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト ル
以内のもの 

次に掲げる区分に応じ、それぞ
れ次に定める額 
ア １戸建ての住宅の場合 １

８５，０００円（長期使用構
造等適合計画である場合にあ
っては、２６，０００円） 

イ 共同住宅等の場合 アに掲
げる額を申請に係る住戸数で
除して得た額 

   床 面 積 の 合 計
が １ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト ル
を 超 え ３ ， ０
０ ０ 平 方 メ ー
ト ル 以 内 の も
の （ １ 戸 建 て
の 住 宅 の 場 合
に あ っ て は 、
１ ， ０ ０ ０ 平
方 メ ー ト ル を
超えるもの） 

次に掲げる区分に応じ、それぞ
れ次に定める額 
ア １戸建ての住宅の場合 ３

５９，０００円（長期使用構
造等適合計画である場合にあ
っては、３６，０００円） 

イ 共同住宅等の場合 アに掲
げる額を申請に係る住戸数で
除して得た額 

   床 面 積 の 合 計
が ３ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト ル
を 超 え ５ ， ０
０ ０ 平 方 メ ー
ト ル 以 内 の も
の 

６３６，０００円（長期使用構
造等適合計画である場合にあっ
ては、６４，０００円）を申請
に係る住戸数で除して得た額 

   床 面 積 の 合 計
が ５ ， ０ ０ ０
平 方 メ ー ト ル
を 超 え １ ０ ，
０ ０ ０ 平 方 メ
ー ト ル 以 内 の
もの 

１，０８８，０００円（長期使
用構造等適合計画である場合に
あっては、１０７，０００円）
を申請に係る住戸数で除して得
た額 

   床 面 積 の 合 計
が １ ０ ， ０ ０
０ 平 方 メ ー ト
ル を 超 え ２ ０
， ０ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以 内
のもの 

２，００６，０００円（長期使
用構造等適合計画である場合に
あっては、１７４，０００円）
を申請に係る住戸数で除して得
た額 

   床 面 積 の 合 計
が ２ ０ ， ０ ０
０ 平 方 メ ー ト
ル を 超 え ３ ０
， ０ ０ ０ 平 方
メ ー ト ル 以 内
のもの 

２，８６２，０００円（長期使
用構造等適合計画である場合に
あっては、２１３，０００円）
を申請に係る住戸数で除して得
た額 
 

   床 面 積 の 合 計
が ３ ０ ， ０ ０
０ 平 方 メ ー ト
ル を 超 え る も
の 

３，５０５，０００円（長期使
用構造等適合計画である場合に
あっては、２２７，０００円）
を申請に係る住戸数で除して得
た額 

46 建築基準関
係規定適合
審査の申出

長期優良住宅の普及の促進に関
する法律第５条第１項から第３
項までの規定による長期優良住

次に掲げる額を合算した額（共
同住宅等の場合にあっては、ア
に掲げる額とイ及びウに掲げる



を併せて行
う長期優良
住宅建築等
計画認定申
請手数料 

宅建築等計画の認定の申請であ
って、同法第６条第２項の規定
による当該長期優良住宅建築等
計画に係る法第６条第１項に規
定する建築基準関係規定に適合
するかどうかの審査の申出を併
せて行うものに対する審査 

額を合算した額を申請に係る住
戸数で除して得た額とを合算し
た額） 
ア 前項に掲げる手数料の額 
イ １の項に掲げる手数料の額 
ウ １の項のアに規定する１の

２の項に掲げる手数料の額の
消費税法（昭和６３年法律第
１０８号）の規定による消費
税及び地方税法（昭和２５年
法律第２２６号）の規定によ
る地方消費税に相当する額 

47 長期優良住
宅建築等計
画変更認定
申請手数料 

長 期 優 良 住 宅 の
普 及 の 促 進 に 関
す る 法 律 第 ８ 条
第 ２ 項 に お い て
準 用 す る 同 法 第
５ 条 第 １ 項 か ら
第 ３ 項 ま で の 規
定 に よ る 長 期 優
良 住 宅 建 築 等 計
画 の 変 更 の 認 定
の 申 請 に 対 す る
審 査 （ 次 項 に 係
るものを除く｡) 

変更に係る
床面積の合
計が１００
平方メート
ル以内のも
の 

８，０００円（ア及びイのいず
れ に も 該 当 す る 場 合 に あ っ て
は、４，０００円）と次に掲げ
る額を合算した額（共同住宅等
の場合にあっては、合算した額
を申請に係る住戸数で除して得
た額） 
ア  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 

進 に 関 す る 法 律 第 ６ 条 第 １ 
項 第 １ 号 に 係 る 変 更 （ 以 下 
「第１号変更」という｡)の場
合（長期使用構造等適合計画
である場合を除く｡) ３９，
０００円 

イ 長期優良住宅の普及の促進
に関する法律第６条第１項第
２号、第４号又は第５号に係
る変更（以下「第２号等変更
」という｡)の場合（長期使用
構造等適合計画である場合を
除く｡) １０，０００円 

ウ  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 
進 に 関 す る 法 律 第 ６ 条 第 １ 
項 第 ３ 号 に 係 る 変 更 （ 以 下 
「第３号変更」という｡)の場
合 ２，０００円 

   変更に係る
床面積の合
計が１００
平方メート
ルを超え２
００平方メ
ートル以内
のもの 

１０，０００円（ア及びイのい
ずれにも該当する場合にあって
は、６，０００円）と次に掲げ
る額を合算した額（共同住宅等
の場合にあっては、合算した額
を申請に係る住戸数で除して得
た額） 
ア 第１号変更の場合（長期使

用構造等適合計画である場合
を除く｡) ５２，０００円 

イ 第２号等変更の場合（長期
使用構造等適合計画である場
合を除く｡) １１，０００円 

ウ 第３号変更の場合 ２，０
００円 

   変更に係る
床面積の合
計が２００
平方メート
ルを超え５
００平方メ
ートル以内
のもの 

１４，０００円（ア及びイのい
ずれにも該当する場合にあって
は、１０，０００円）と次に掲
げる額を合算した額（共同住宅
等の場合にあっては、合算した
額を申請に係る住戸数で除して
得た額） 
ア 第１号変更の場合（長期使

用構造等適合計画である場合 
を除く｡) ９２，０００円 

イ 第２号等変更の場合（長期
使用構造等適合計画である場
合を除く｡) １４，０００円 



ウ 第３号変更の場合 ２，０
００円 

   変更に係る
床面積の合
計が５００
平方メート
ルを超え１
，０００平
方メートル
以内のもの 

２４，０００円（ア及びイのい
ずれにも該当する場合にあって
は、２０，０００円）と次に掲
げる額を合算した額（共同住宅
等の場合にあっては、合算した
額を申請に係る住戸数で除して
得た額） 
ア 第１号変更の場合（長期使

用構造等適合計画である場合
を除く｡) １４３，０００円 

イ 第２号等変更の場合（長期
使用構造等適合計画である場
合を除く｡) ２０，０００円 

ウ 第３号変更の場合 ２，０
００円 

   変更に係る
床面積の合
計が１，０
００平方メ
ートルを超
え３，００
０平方メー
トル以内の
もの（１戸
建ての住宅
の場合にあ
っては、１
，０００平
方メートル
を超えるも
の） 

３４，０００円（ア及びイのい
ずれにも該当する場合にあって
は、３０，０００円）と次に掲
げる額を合算した額（共同住宅
等の場合にあっては、合算した
額を申請に係る住戸数で除して
得た額） 
ア 第１号変更の場合（長期使

用構造等適合計画である場合
を除く｡) ２９１，０００円 

イ 第２号等変更の場合（長期
使用構造等適合計画である場
合を除く｡) ３５，０００円 

ウ 第３号変更の場合 ２，０
００円 

   変更に係る
床面積の合
計が３，０
００平方メ
ートルを超
え５，００
０平方メー
トル以内の
もの 

６２，０００円（ア及びイのい
ずれにも該当する場合にあって
は、５８，０００円）と次に掲
げる額を合算した額を申請に係
る住戸数で除して得た額 
ア 第１号変更の場合（長期使

用構造等適合計画である場合
を除く｡) ５３０，０００円 

イ 第２号等変更の場合（長期
使用構造等適合計画である場
合を除く｡) ４６，０００円 

ウ 第３号変更の場合 ２，０
００円 

   変更に係る
床面積の合
計が５，０
００平方メ
ートルを超
え１０，０
００平方メ
ートル以内
のもの 

１０５，０００円（ア及びイの
いずれにも該当する場合にあっ
ては、１０１，０００円）と次
に掲げる額を合算した額を申請
に係る住戸数で除して得た額 
ア 第１号変更の場合（長期使

用構造等適合計画である場合
を除く｡) ９２８，０００円 

イ 第２号等変更の場合（長期



使用構造等適合計画である場
合を除く｡) ５６，０００円 

ウ 第３号変更の場合 ２，０
００円 

   変更に係る
床面積の合
計が１０，
０００平方
メートルを
超え２０，
０００平方
メートル以
内のもの 

１７２，０００円（ア及びイの
いずれにも該当する場合にあっ
ては、１６８，０００円）と次
に掲げる額を合算した額を申請
に係る住戸数で除して得た額 
ア 第１号変更の場合（長期使

用構造等適合計画である場合
を除く｡) １，７３７，００
０円 

イ 第２号等変更の場合（長期
使用構造等適合計画である場
合を除く｡) ９８，０００円 

ウ 第３号変更の場合 ２，０
００円 

   変更に係る
床面積の合
計が２０，
０００平方
メートルを
超え３０，
０００平方
メートル以
内のもの 

２１１，０００円（ア及びイの
いずれにも該当する場合にあっ
ては、２０７，０００円）と次
に掲げる額を合算した額を申請
に係る住戸数で除して得た額 
ア 第１号変更の場合（長期使

用構造等適合計画である場合
を除く｡) ２，５２４，００
０円 

イ 第２号等変更の場合（長期
使用構造等適合計画である場
合を除く｡) １２９，０００
円 

ウ 第３号変更の場合 ２，０
００円 

   変更に係る
床面積の合
計が３０，
０００平方
メートルを
超えるもの 

２２５，０００円（ア及びイの
いずれにも該当する場合にあっ
ては、２２１，０００円）と次
に掲げる額を合算した額を申請
に係る住戸数で除して得た額 
ア 第１号変更の場合（長期使

用構造等適合計画である場合
を除く｡) ３，１２１，００
０円 

イ 第２号等変更の場合（長期
使用構造等適合計画である場
合を除く｡) １６１，０００
円 

ウ 第３号変更の場合 ２，０
００円 

48 建築基準関
係規定適合
審査の申出
を併せて行
う長期優良
住宅建築等
計画変更認
定申請手数
料 

長期優良住宅の普及の促進に関
する法律第８条第２項において
準用する同法第５条第１項から
第３項までの規定による長期優
良住宅建築等計画の変更の認定
の申請であって、同法第８条第
２項において準用する同法第６
条第２項の規定による当該長期
優良住宅建築等計画に係る法第
６条第１項に規定する建築基準
関係規定に適合するかどうかの
審査の申出を併せて行うものに

次に掲げる額を合算した額（共
同住宅等の場合にあっては、ア
に掲げる額とイ及びウに掲げる
額を合算した額を申請に係る住
戸数で除して得た額とを合算し
た額） 
ア 前項に掲げる手数料の額 
イ １の項に掲げる手数料の額 
ウ １の項のアに規定する１の

２の項に掲げる手数料の額の
消費税法の規定による消費税
及び地方税法の規定による地



対する審査 方消費税に相当する額 

49 譲受人を決
定した場合 
における認
定を受けた
長期優良住
宅建築等計
画変更認定
申請手数料 

長期優良住宅の普及の促進に関
する法律第９条第１項の規定に
よる長期優良住宅建築等計画の
変更の認定の申請に対する審査 

６，０００円 

50 長期優良住
宅建築等計
画の認定を
受けた地位
の承継の承
認申請手数
料 

長期優良住宅の普及の促進に関
する法律第１０条の規定による
長期優良住宅建築等計画の認定
を受けた地位の承継の承認の申
請に対する審査 

６，０００円 

  

 別表第２備考に次の３項を加える。 

 ４ ４５の項から４８の項までに規定する住戸数で除して得た額に５００円未

満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５００円以上１，０００円未満の

端数が生じたときはこれを１，０００円に切り上げる。ただし、当該住戸数

で除して得た額が１，０００円未満の場合は、１，０００円とする。 

 ５ ４５の項の床面積の合計は、建築物を建築する場合において、当該建築に

係る部分の床面積について算定する。 

 ６ ４７の項の変更に係る床面積の合計は、認定を受けた長期優良住宅建築等

計画を変更して建築物を建築する場合において、当該建築の変更に係る部分

の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分

の床面積）について算定する。 

   附 則 

 この条例は、平成２１年６月４日から施行する。 


